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いわゆる谷間世代に対する不平等是正のため、国による一律給付 

を早期に実現することを求める決議 

 

決議の趣旨 

 当会は、政府及び国会に対して、いわゆる谷間世代（２０１１年１１月から２

０１７年１０月までの６年間に採用され、修習期間中に給費ないし修習給付金

の支給を受けることのできなかった司法修習生）の者が、その経済的負担や不平

等感によって法曹としての活動等に支障が生ずることのないよう、是正措置と

して、国による、少なくとも修習給付金相当額の、又はこれを上回る額の一律給

付を早期に実現するよう求める。 

 

決議の理由 

第１ 谷間世代の問題が生じた経緯 

（１）司法修習と給費制 

 司法は、三権の一翼として、法の支配を実現し国民の権利を守るための重要な

社会インフラであり、弁護士、裁判官、検察官ら法曹はこの司法の担い手として

の公共的使命を負う。 

そこで国は、高度な技術と倫理感が備わった法曹を国の責任で養成するため

に、現行の司法修習制度を、１９４７年（昭和２２年）、日本国憲法施行と同時

に発足させ運営してきた。この制度の中で、司法修習生は、修習専念義務（兼職

の原則禁止）、守秘義務等の職務上の義務を負いながら、裁判官・検察官・弁護

士になる法律家の卵として、将来の進路如何にかかわらず、全ての分野の法曹実

務を現場で実習し、法曹三者全ての倫理と技術を習得してきた。そして、修習に

専念できるに足る生活保障の一環として、制度発足時から６４年間にわたって、

司法修習生には給費が支給されてきた（給費制）。 

司法修習制度が修習専念義務等を課したうえで国の責任で法曹を養成する制

度である以上、修習に専念できる環境整備を行うのは当然であり、その意味で司

法修習制度と給費制は一体のものとして、我が国の法曹養成制度の根幹を担っ

てきたものである。 

（２）給費制の廃止と無給・貸与制導入 



2 

 

しかしながら、２００４年１２月及び２０１１年１１月の裁判所法改正を経

て、司法修習生に対する給費の支給はなくなった（給費制の廃止）。ただ、修習

専念義務、守秘義務等の職務上の義務は維持され、兼業も原則禁止であるため、

司法修習中の生活費を必要とする者に対する制度として、国が生活等資金を貸

し付ける制度（貸与制）が導入された。 

こうして司法修習中は無給となり、かつ学部や法科大学院時代の奨学金の返

済等の負担を負う者も多かったことから、谷間世代のうち貸与制を利用した者

は約７割、一人当たりの平均貸与金額は約３００万円にのぼった（日本弁護士連

合会調査）。貸与金を借りなかった者も決して経済的に余裕があったわけではな

く、親族から借り入れをした者、預貯金を切り崩した者なども多数存在した。 

（３）修習給付金制度の創設と谷間世代の出現 

給費制廃止は、修習専念義務を維持する一方で、司法修習中の生活の糧を奪う

ものであり、奨学金等に加えての貸与金の負担等により、谷間世代は大きな経済

的負担を負うこととなった。 

そのため、当会は、２０１０年以降、日本弁護士連合会（日弁連）、全国の弁

護士会、ビギナーズ・ネット（若手法曹、学生らが主体となって給費制の維持な

いし復活を目指し活動していた組織）等とともに給費制維持ないし復活のため

の活動を行い、全国会議員の６割を超える数の議員からの賛同や、日本医師会、

日本歯科医師会、JA 全中・全農、日本青年会議所など多くの団体や市民から応

援をいただくことができた。この間、このような経済的負担の増加なども一因と

なり法科大学院入学者、司法試験受験者などの法曹志願者が年々減少するとい

う事態となった。 

これらの結果、政府は、２０１６年６月の「経済財政運営と改革の基本方針２

０１６」（いわゆる骨太の方針）の中で、司法修習生に対する経済的支援を含む

法曹人材確保の充実・強化を明示し、遂に２０１７年４月、裁判所法の改正によ

り、第７１期以降の司法修習生に対し修習給付金制度が創設された。 

修習給付金は、上記の通りの運動の結果、いったん廃止された給費制が事実上

復活したという点では画期的であったものの、給付額は、基本給付金が額面で月

額１３.５万円、移転給付金３.５万円、住居給付金月額３.５万円に留まるとい

う点で、従前の給費額には遠く及ばず、日弁連が毎年、修習生に対して行ってき
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ている修習実態調査アンケートでも修習に専念するには到底不足であるとする

声が少なくなく、結局、修習専念資金という貸付制度を利用して借金を作らざる

を得ない者が多数である等の窮状が伺える。法曹の卵である司法修習生が真に

修習に専念できる環境を実現するためには、その検証によって早急に給付額の

改善が図られることが不可欠というべきである。 

 しかしながら、さしあたり喫緊かつ重大な問題としては、給費制が廃止された

２０１１年１１月から修習給付金制度が創設されるまでの６年間に司法修習を

行った司法修習生である谷間世代に対しては、修習給付金制度は適用されず、国

から何らの経済的支援もなされないままとなっていることがある。このように、

谷間世代の経済的負担が、給付金制度の適用も受けることができず、給費を受け

た従前の司法修習生のみならず、第７１期以降の司法修習生に比しても重くな

るという問題性は、裁判所法改正の国会審議の過程でも指摘されたものの、未だ

に解決されない重大問題として残存している。 

 

第２ 谷間世代救済の必要性 

 谷間世代の人数は約１万１０００人であり、全法曹人口の４分の１近くを占

める。また、すでに司法修習修了から５〜１０年のキャリアを積んでおり、まさ

にこれからの司法を中核となって担っていく世代である。給費制世代の法曹も、

谷間世代の法曹も、給付金制度世代の法曹も皆同じく法の支配の実現に寄与す

る司法権の担い手であることに変わりはない。それにもかかわらず、谷間世代は、

修習専念義務等のもとで生活保障なく司法修習を余儀なくされるという不条理

を、また、その前後の時代の法曹に比して重い経済的負担を負わされるという不

平等を強いられて、何ら是正、救済されていない。司法修習は、国民の権利擁護

の担い手たる法曹を国の責任で育成するための制度である。そうであるにも関

わらず、国が谷間世代の救済を何ら行わず、このような不条理かつ不平等な事態

を放置したままにしていることは、その責任の放棄であり、断じて容認できない。 

２０１９年（令和元年）５月３０日に名古屋高等裁判所が言い渡した給費制廃

止違憲訴訟判決は、「従前の司法修習制度の下で給費制が実現した役割の重要性

及び司法修習生に対する経済的支援の必要性については、決して軽視されては

ならないものであって、いわゆる谷間世代の多くが、貸与制の下で経済的に厳し
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い立場で司法修習を行い、貸与金の返済も余儀なくされているなどの実情にあ

り、他の世代の司法修習生に比し、不公平感を抱くのは当然のことであると思料

する。例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的

救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないか」と付言

した。修習専念義務を課しながらも、修習期間中の生活費や諸経費を借金である

貸与金等でまかなわせるという制度の不合理は、修習給付金制度の創設をもっ

て十分とは言えないながらも一部解消が図られ、今後の検証と改善が期待され

る。残る喫緊かつ重大な問題である谷間世代の不平等も、立法政策をもって早急

に是正されるべきである。 

 全法曹の約４分の１を占める谷間世代には、今後も司法の担い手の中核とし

て、社会の不公正や権利侵害に立ち向って法の支配を実現していくことが強く

期待されている。谷間世代が抱える経済的負担を是正し、谷間世代の経済的不安

感や自分達だけが取り残されたという疎外感を払拭することは、谷間世代の活

躍分野の拡大、司法機能の強化につながり、ひいては国民の権利擁護の実現と充

実に資するのであるから、国は速やかに谷間世代に対する一律給付を実施すべ

きであり、その給付額としては、少なくとも給付金相当額であるべきであり、ま

た、その修習給付金の給付額の検証と改善が不可欠である実情に鑑みると、それ

を上回る額であるべきである。 

 

第３ 谷間世代への一律給付実現を求める声が広がっていること 

 修習給付金制度創設後、当会及び日弁連は、谷間世代の活躍分野の拡大と司法

機能の強化の重要性を、院内集会や当会を始めとする全国各地での市民集会の

開催など様々な方法で訴え、谷間世代への一律給付実現を求める活動を継続し

てきた。 

 その結果、２０２３年２月、国による一律給付を含めた谷間世代問題の解決に

向けての国会議員からの応援メッセージ数が全国会議員の過半数を超え、なお

増加を続けている。また、日本医師会はじめ諸団体からも賛同のメッセージが寄

せられるなど、谷間世代への一律給付実現を求める声が大きく広がっている。 

 修習給付金制度創設の原動力となったビギナーズ・ネットも、谷間世代問題解

決のため活動を再開し、議員会館前での挨拶運動などを行っている。 
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第４ 結語 

 以上の理由により、当会は、政府及び国会に対して、谷間世代の者に対する是

正措置として、国による、少なくとも修習給付金相当額の、又はこれを上回る額

の一律給付を早期に実現することを求める次第である。 

以上 

 

２０２３年（令和５年）５月２６日 

福岡県弁護士会 


